
定期予防接種スケジュール 接種対象年齢であれば、規定の回数を無料（公費負担）で受けられます。万が一、接種後に重篤な健康被害が発生した場合は、法に基づく救済制度があります。
なお、転出日以降に接種を受けた場合、公費負担の対象外となりますのでご注意ください。

平成9年４月２日生～平成21年４月１日生 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを1回以上接種した方は
令和8年3月31日まで、定期接種として不足分の回数が受けられます。

①市より予防接種予診票が届き
　ます。

②母子健康手帳で接種履歴をご
確認のうえ、実施医療機関（裏
面参照）へ事前に問い合わせ
をして接種を受けましょう。
◎当日の持ち物
　・母子健康手帳
　・予診票（バーコードシール
　　貼付・必要事項を記入済み
　　のもの）
　・お子さんの身分証明書（医
　　療証等ご住所の確認ができ
　　るもの）
※他市から転入されてきた方等、
予診票冊子をお持ちでない方
は、医療機関備え付けの予診
票をお使いください。

③予防接種の注意事項について
は予診票冊子、または市ホー
ムページでご確認ください。
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接種回数

11歳～13歳未満

２歳～５歳未満

9歳～13歳未満

生後2か月～7歳６か月未満

生後６か月～7歳６か月未満

１歳～２歳未満

生後７か月～１歳未満

生後２か月～７か月未満

出生６週０日後～３２週０日後

出生６週０日後～２４週０日後

１歳～３歳未満

1歳未満

小学校入学前の1年間

小学校６年生～
高等学校1年生相当の女子

1歳～2歳未満

1歳未満

五種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ）
四種混合＋ヒブ

三種混合＋ポリオ＋ヒブ

小児の肺炎球菌

B型肝炎

ロタ ロタウイルス胃腸炎

B型肝炎

水痘

麻しん・風しん混合

（MR）

水痘（みずぼうそう）

髄膜炎

敗血症

肺炎

中耳炎

麻しん（はしか）

風しん（三日ばしか）

ジフテリア
破傷風

ニ種混合（ＤT）

日本脳炎 日本脳炎

ジフテリア、
百日せき、破傷風、
急性灰白髄炎、
細菌性髄膜炎

子宮頸がん予防 子宮頸がん

ＢＣＧ 結核

ワクチンの名前 予防する病気 対象年齢

標準的には、生後5か月～8か月に達するまでに1回

1期：１歳～２歳未満

標準的には1歳～1歳3か月に達するまでに１回。その後、６か月～１２か月後（最低３か月後）に２回目を接種。

20日以上（標準的には20～56日）の間隔をおいて3回接種。初回3回接種終了後、12か月～18か月後(最低6か月後)に1回接種。

1期：標準的には6～28日（最低6日以上）の間隔をあけて2回接種。その後おおむね１年後（最低6か月後）に１回接種。

2期：１回接種

27日以上の間隔をおいて3回（標準的には生後1歳に至るまで）※2。その後、60日以上の間隔をおいて、生後1歳に至った日以降（標準的には12～15か月に至るまで）に1回。

27日以上の間隔をおいて2回（標準的には生後1歳に至るまで）※3。その後、60日以上の間隔をおいて、生後1歳に至った日以降に1回。

２回：1回目の接種から60日以上あけて2回目を接種。

１回

2期：平成31年４月２日～令和2年４月１日生まれ

平成１7年４月２日生～平成１９年４月１日生 合計４回の接種が完了していない方は、２０歳になる日の前日まで、定期接種として不足分の回数が受けられます。

2期：1回接種

平成21年4月2日～平成26年4月1日生まれ①サーバリックス：初回接種から１か月後と６か月後（最低５か月後かつ２回目から2か月半後）に接種
②ガ ー ダ シ ル：初回接種から２か月後（最低１か月後）と６か月後（２回目から最低３か月後）に接種
③シルガード９：初回接種から２か月後（最低１か月後）と６か月後（２回目から最低３か月後）に接種 ※5
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標準的な接種年齢
接種が可能な年齢　

※１…注射生ワクチンを接種後、別の注射生ワクチンの接種は4週間以上あけてください（4週間後の同じ曜日）。
※２…初回2回目の接種は、生後12か月に至るまでに行い、それを超えた場合は3回目の接種は行わない（追加接種は実施可）。3回目は生後24か月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない（追加接種は
　　　実施可）。
※３…初回2回目の接種は、生後24か月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない（追加接種は実施可）。
※４…五種混合ではなく四種混合を受けられた場合は、四種混合、ヒブをお受けください。五種混合ではなく三種混合を受けられた場合は、三種混合、不活化ポリオ、ヒブをお受けください。
　　　ヒブは初回接種月齢が生後２か月～７か月未満の場合は、合計４回接種となります。生後７か月～１歳未満の場合は、合計３回接種となります。１歳～５歳未満の場合は１回のみの接種となります。
※５…1回目の接種を１５歳になるまでに受ける場合、１回目から５か月以上（標準的には６か月）あけて2回目を受けると合計２回で接種を完了することができます。（５か月未満である場合、3回目の接種が必要）
●令和７年３月現在の情報です。厚生労働省の通知により、年度途中でも変更の可能性があります。変更の際は、広報ちがさきやホームページ等でお知らせします。
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標準的には、生後2か月～9か月に至るまでに、27日以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の注射から139日以上の間隔をおいて3回目を接種。

2７日以上の間隔をおいて３回。１回目は生後２か月～出生１４週６日後までに接種。

2７日以上の間隔をおいて２回。１回目は生後２か月～出生１４週６日後までに接種。

予防接種の受け方

1価

5価

予防接種を受ける時に気を
つけること

予防接種を受けた後に気を
つけること・接種後の症状に
関すること

◎償還払い（払い戻し）制度
　実施医療機関以外での接種費用は、原則自己負担となります。やむをえない理由で他の医療機関で接種する場合、事前に「予防接
種実施依頼書」の発行を申し込めば、負担した費用（上限あり）の払い戻しを受けられる制度があります。詳細は市ホームページをご
確認いただくか、保健所健康増進課までお問い合わせください。
◎長期の療養等により、定期予防接種が受けられなかった方
　「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種の対象であった期間にやむを得ずその予防接種を受
けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、原則2年以内は、定められた接種対象年齢を超えてい
ても定期予防接種を受けることができます。事前にお申し込みが必要となりますので、必ず保健所健康増進課にご連絡ください。
◎骨髄移植等により定期予防接種を再接種される方に対する補助金
　骨髄移植などの医療行為により、接種済みの定期予防接種を再接種する必要があると医師に判断された20歳未満の方に対して、
　再接種の費用を補助します。補助の条件などは、再接種を行う前に保健所健康増進課までお問い合わせください。

※1

キャッチアップ接種
※積極的な勧奨の差控えにより
　接種機会を逃した方

　

※4

生後２か月になる前月
１歳になる前月
３歳になる前月

小学校入学前の年度の４月
９歳になる前月
１１歳になる前月０

１３歳になる年度の４月（女子のみ）

＜送付スケジュール＞

出生時 6週 2か月 3か月 6か月4か月 9か月 12か月 18か月 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳

●小児肺炎球菌を接種する方へ
①生後２か月～７か月未満の間に初回接種
を受けられるようにご検討ください。
②接種開始月齢・年齢により、必要回数が
異なります。
③規定の間隔で受けられなかった場合、必
要接種回数が変更になる可能性があり
ます。医療機関または保健所健康増進課
にご相談ください。

●ニ種混合（ＤT）
　五種混合、四種混合又は三種混合の
追加接種（2期）として実施


